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第 20回 岩国市都市計画審議会会議録 

 

○日 時 平成 28年 10月 4日（火曜日） 14時～16時 

○場 所 岩国市役所６階 議会会議室 

○次 第 

 １ 開 会 

 ２ 議 事 

(1) 議事録署名委員の指名 

(2) 報告第 10号 岩国市の都市計画に関する基本的な方針の改訂について 

 ３ 閉 会 

○出席者〔委員 15人〕 

 会 長 塚 本 俊 明 

 委 員（１号委員） 

     榊 原 弘 之  隅   喜 彦  廣田 登志子  福 田  彦 

    （２号委員） 

     植 野 正 則  越 澤 二 代  丸 茂 郁 生  松 川 卓 司 

    （３号委員） 

     小 澤 雅 史  岡 田 浩 二 

    （４号委員） 

浅 田 睦 子  藤 重 保 章  宮 川  洋  田 村  巖 

○欠席者〔委員２人〕 

 委 員（１号委員） 

長 野  寿 

    （３号委員） 

     廣 川 誠 一 

○傍 聴〔０人〕 
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［14時 開会］ 

○事務局（加納主幹） 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、本日の審議会を始めたいと思います。 

本日は、大変お忙しいところ、岩国市都市計画審議会に御出席をいただき、誠にありがとう御座います。 

ただいまから、第 20回岩国市都市計画審議会を開催させていただきます。私は、事務局を担当しておりま

す都市計画課の加納と申します。宜しくお願いします。それでは、会議の開会にあたり、髙崎都市開発担

当部長より御挨拶申し上げます。 

○事務局（髙崎部長） 皆さんこんにちは。都市開発担当部長の髙崎で御座います。猛烈な台風が近づいて

おります。こうした準備もあるなか、第 20回都市計画審議会に御出席をいただきまして、厚くお礼申し上

げます。また、平素より本市の都市計画行政に格別の御高配を賜り、重ねてお礼申し上げます。 

さて前回 4 月の審議会から「都市計画マスタープランの改訂について」報告させて頂いています。この

度は、前回御確認いただいた「都市づくりの目標」を受けて調整した「都市づくりの方針（全体構想）」の

案について、委員の皆様方に御報告するもので御座います。 

後ほど、事務局から御説明をさせていただきますが、委員の皆様方におかれましては、各分野における

御経験を踏まえ、忌憚のない御意見を頂戴できればと考えておりますので、御協力の程、宜しくお願い申

し上げます。 

以上、簡単では御座いますが、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。宜しくお願い致します。 

○事務局（加納主幹） それでは、本日の委員の出席について御報告申し上げます。本日、長野委員と廣川

委員が、所用により欠席との連絡を頂いておりますが、委員 17 名中 15 名の出席がありますので、岩国市

都市計画審議会条例第７条第２項の規定による定足数を満たしており、本日の会議が成立していることを

御報告申し上げます。 

  次に、資料の確認をさせていただきます。先日開催通知とともに送付させていただきました、「第 20 回

審議会資料」、御希望の方には「第 2 次岩国市総合計画」の冊子、また本日席上には、「議事日程」、「配席

表」、「付議書」、を配布させていただいております。よろしいでしょうか。それでは、ここからは、塚本会

長に議事進行をお願いします。塚本会長宜しくお願いします。 

○塚本会長 皆さんこんにちは。会長を仰せつかっております塚本で御座います。本日は宜しくお願いしま

す。それではこれより議事に入ります。お手元に配布してあります議事日程に基づき、議事を進めさせて

いただきます。本日傍聴人は居られませんね。では日程第１「議事録署名委員の指名について」ですが、

本日の会議を進めるに当たりまして、規則第 13 条では、「会長は、会議の議事録を作成し、会長の指名し

た委員２人が署名押印の上、保存するものとする」と規定されているため、松川委員、田村委員を本日の

会議の議事録署名委員に指名します。宜しくお願いします。 

続きまして、日程第２「報告第 10号 岩国市の都市計画に関する基本的な方針の改訂について」の説明

を受けたいと思います。まず、都市計画マスタープランの構成、前回の審議会における意見への対応につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（善本課長） それでは、まず、都市計画マスタープランの構成や、前回会議における御意見への

対応について御報告させていただきます。 

資料の１ページをお開きください。都市計画マスタープランの構成についてお示ししております。前回
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会議では、黒い破線で囲んでいる部分、現状や都市づくりの目標について御意見をいただきました。いた

だいた主な御意見と対応をまとめておりますので、資料の２ページをお開きください。 

まず１点目で御座いますが、都市計画マスタープランが掲げる目標達成のためには、市民一人々が担う

役割を具体的に記載することについて、御意見をいただいております。これに対しましては、第５章の「都

市計画マスタープランの実現に向けて」において、市民・行政等がどのような役割のもとでまちづくりを

進めていくかについてお示しすることとしております。内容については、次回審議会で資料を提示させて

いただきます。 

次に２点目ですが、アンケートにおいて緑の満足度は高いこともあり、目標の中に「みどり」というキ

ーワードを入れてはどうか、という御意見で御座います。本市においては、現在、みどりの基本計画を策

定中であり、これと整合を図りながらマスタープランの改訂作業を進めているところで御座います。いた

だいた御意見を踏まえ、都市づくりの目標において「みどり」に関する表現を追加しております。ここで、

資料の３ページの右側を御覧ください。右側の朱書きになっている箇所が修正した箇所で御座います。都

市づくりの目標の５番、「環境負荷の少ない 持続可能な都市づくり」を、「自然環境と調和した みどり

豊かで持続可能な都市づくり」に改めるなど、「みどり」を意識した取り組みを進めるように表現を修正し

ております。 

続きまして、資料の４ページを御覧ください。体系図を示しておりますが、御説明しました通り、右側

の都市づくりの目標の５番を、一部修正しております。また、左側の都市づくりの課題のうち、朱書きと

なっております課題の６番については、都市づくりの目標の修正に対応する形で修正するもので御座いま

す。なお、課題の８番については、現計画の「災害に強い安心して暮らせる市街地形成」が、市街地のみ

が対象と見える表現となっておりますので、全市的な表現となるよう、修正しております。 

２ページにお戻りください。主な御意見の３点目で御座いますが、都市づくりの目標に「農山村部と市

街地部との連携」とあるように、全市がマスタープランの計画区域であることをふまえ、市全体の土地利

用状況を示すことについての御意見です。これについては、「第１章 岩国市の現況」に市全体の土地利用

状況が分かる資料を追加することとし、次回審議会において資料を提示したいと考えております。次に、

４点目で御座いますが、都市計画区域の図の、和木町部分の表示を工夫することについての御意見です。

御承知の通り、岩国都市計画区域は、岩国市と和木町で構成されておりますが、この都市計画区域と行政

区域が分かりやすい形で表現を修正することとし、次回審議会で資料を提示したいと考えております。 

主な御意見及び対応については以上で御座います。宜しくお願いします。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。それでは、ただいまの事務局の説明に対する質疑や御意見などをい

ただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、挙手の上お願いいたします。 

宜しいでしょうか。では、続きまして、都市計画マスタープランの 第３章 都市づくりの方針（全体構

想）（案）についてに入ります。説明が長くなり過ぎるといけませんので、途中でいったん区切って、御質

問等を受けたいと思います。まず「３.都市施設整備の方針」資料 17 ページまでについて、事務局から説

明をお願いします。 

○事務局（善本課長） 資料の１ページをお開きください。本日の審議会では、赤枠で囲っております、第

３章の「都市づくりの方針（全体構想）」に関する部分について御説明させていただき、御意見をいただき
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たいと考えております。なお、前回お示ししたスケジュールにおいて、今回の審議会で全体構想と、地域

別構想についても審議していただく流れとしていましたが、ボリュームや方針整理の関係上、地域別構想

は次回の審議会でお示ししたいと考えておりますので、御了承ください。 

それでは、都市づくりの方針（全体構想）（案）について御説明させていただきます。ここで、資料の１

ページを御覧ください。赤い枠で囲まれた部分です。この全体構想では、全市的な方針を、「土地利用の方

針」や「市街地整備の方針」など、分野別に整理しております。なお、個別の地域における方針について

は、次回お示しする「地域づくりの方針（地域別構想）」で定めていくことになりますので、宜しくお願い

します。 

それでは、資料５ページをお開きください。本日お示ししている全体構想（案）については、現在のマ

スタープランをもとに、改訂方針に基づいた見直しや、その他文言修正等を行い、作成しております。資

料の左側には現計画のページ番号、そして記述を、真ん中には改訂にあたっての考え方を、右側には改訂

案を掲載しております。この「改訂にあたっての考え方」については、変更しないものについては「継続」

と表示、事業の進捗を受けて記述を修正するものについては、「事業進捗を踏まえて記述を修正する」と表

示、関連計画の策定等によって具体的な方向性が示され、これを受けて修正するものについては、「計画を

ふまえ、記述を修正する」と表示、文章表現の修正等を行うものについては、「記述を一部修正する」と表

示、その他の理由によるものについては、個別の状況を記載しております。改訂箇所が数多くありますの

で、主な変更点に絞って説明させていただきます。 

それでは、まず、「土地利用の方針」についてです。ここでは、将来像の実現に向けて、市街地、農地、

山地等の土地利用をどのように進めていくかについての方針を定めています。（１）基本方針では、改訂案

において、「効率的で環境負荷の少ない集約型の都市形成」「適正な地域地区等の指定による機能的な市街

地形成」「豊かな山地・丘陵地や農地の保全と活用」の３点を掲げております。主な修正点としては、右側

の改訂案の方を御覧ください。○の一つ目、「効率的で環境負荷の少ない集約型の都市形成」において、「市

街地の再編」という考え方を新たに追加しています。これは、人口減少が続く中、現状のままでは、市街

地において一律に人口密度が低下していくことが予想されます。都市づくりの目標で掲げる集約型都市づ

くりに向けては、既成市街地において一定の人口密度のまとまりを維持・形成することが必要となること

から、それに向けた考え方を追加したもので御座います。また、○の二つ目、「適正な地域地区等の指定に

よる機能的な市街地形成」については、現計画では単に「用途」と表現しているところを、用途地域を含

む「地域地区等」と表現を修正するとともに、各拠点における魅力の向上に繋げるため、「都市・地域拠点

において多用な機能の集積を図る」という考え方を追加しています。次に、「（２）土地利用類型と配置方

針」で御座います。ここでは、市街地や農地・集落地等において、どのような方針により土地利用を進め

ていくかについてお示ししております。主な修正点としては、２段目の、現計画において「由宇、玖珂、

周東地域の各中心部は」としている「各中心部」という表現を改め、各地域において、多様な機能を集積

することによって、地域拠点の形成と機能強化を図っていくという表現に修正しております。また、３段

目の「主要な幹線道路沿いや」のくだりの方針については、新岩国駅や南岩国駅周辺において、公共交通

ネットワークとの連携を意識した表現に修正しております。 

続きまして、６ページをお開きください。左側の現計画の１段目、「岩国地区については」のくだりの方
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針についてですが、岩国・横山地区においては、現計画の策定以降、「錦帯橋両岸地域のまちづくり将来ビ

ジョン」が策定され、これに基づくまちづくりを進めているところです。岩国地区における取り組み方針

については、この将来ビジョンをふまえ、「住商が共存した賑わいの創出を図る」こととしております。ま

た、現計画では、方針図において岩国・横山地区を観光拠点として位置付けておりますが、文言による位

置付けは御座いませんでした。この度の改訂にあわせ、岩国・横山地区を区域とする城下町地区を「観光

拠点」として、文言で改めて位置付けることとしております。なお、この城下町地区においては、将来ビ

ジョン以外にも、その歴史的な街並みの保全や、住みやすさの向上、観光振興等を目的とした計画や方針

が策定されており、この実現に向けた取り組みが進められております。マスタープランの改訂においても、

こうした取り組みを各所に反映しているところです。次に、「②農地・集落地」の１番下の段、改訂案にお

いて「本郷、錦、美川、美和地域においては」としている方針については、総合支所の再編等を受けて、

各地域の総合支所を中心とする表現を改め、各地域において地域拠点の維持、強化を図るという表現に修

正するものです。 

次に、資料の７ページを御覧ください。「（３）適正な土地利用の規制、誘導に関する方針」では、都市

計画区域内外の各区域について、どのような方針で土地利用の規制や誘導を図っていくかについてお示し

しております。主な修正点としては、「①市街化区域及び用途地域」の３段目ですが、現計画において「都

市計画区域ごとに異なる運用がなされている用途地域指定の統一化を図ります」としておりましたが、平

成 24年に用途地域見直し方針及び基準を定め、平成 27年度までに各都市計画区域において用途地域の見

直し作業を終えていることから、項目を削除することとしております。また、この用途地域見直しでは、

岩国南都市計画区域において、用途地域の指定が無い「用途白地地域」に店舗や住宅の立地が進み、市街

地が徐々に拡大していることが注目され、こうした課題に対して今後どのように土地利用をコントロール

していくかが検討事項として上げられております。資料の「③非線引き都市計画区域の用途白地地域」の

１段目では、こうした課題への対応として、白地地域における取り組みを、「集約型の都市づくりに向けた

取り組みに関する記述」と、「無秩序な土地利用が進む地域に関する記述」とに整理し、それぞれの視点か

ら取り組んでいくよう、記述を整理することとしております。 

次に、８ページをお開きください。こちらでは、これまで御説明した土地利用に関する方針図をお示し

しております。大きな方針変更に伴う変更については特に御座いませんが、前回ご指摘がありましたよう

に、都市計画区域界の表示と市町境界の表示とを整理するなど、軽微な修正を行なっております。 

続きまして、９ページを御覧ください。「２．市街地整備の方針」で御座います。ここでは、拠点地区や

既成市街地、新市街地の整備についての方針を定めております。「（１）基本方針」では、「都市拠点及び地

域拠点の形成と充実」「既成市街地の再生と安全な市街地環境の整備」「計画的で良好な市街地の形成」の

３点を掲げております。こちらは、特段修正は御座いません。次に、「（２）市街地整備の方針」で御座い

ます。「①拠点地区の整備」として、都市拠点や各地域拠点の整備に関する方針をお示ししております。下

から２段目ですが、都市計画区域がある由宇、玖珂、周東の地域拠点に関する方針については、現計画で

「商業施設等を誘導する」としているところを、銀行や事務所等の業務施設も含んだ表現となるよう、「商

業・業務施設」と修正しております。また、１番下の、本郷、錦、美川、美和の地域拠点に関する方針に

ついては、総合支所の統合・再編をふまえながら、地域生活に必要なサービスの維持・誘導を図る表現に
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修正しております。 

次に、10ページをお開きください。「②既成市街地の改善・再生」で御座います。本市では、平成 26年

から空家等の適正・適切な管理について定めた条例を制定しており、空家等による周辺への環境悪化を防

ぎ、地域住民の生活環境の保全等に取り組んでおります。こうした取り組みを踏まえ、資料の上から２段

目ですが、「「空家等対策計画」――これは現在策定中で御座いますが、この計画に基づき、空家等の適正

な管理や利活用等の推進に取り組み、良好な住環境の保全を図ります」とする方針を新たに追加しており

ます。次に、「③新市街地の整備」で御座います。今後新たな開発により住宅地等が整備される場合におい

て、現市街地から飛び地での開発となった場合、宅地と農地等とが混在するとともに、公共施設の連続性

などにも支障が生じるおそれがあります。このことから、集約型の都市づくりに向けて、「既成市街地との

連続性に配慮し、まとまりのある市街地の形勢に向けた誘導に努める」こととしております。また、その

ために活用が考えられる制度等を一部修正するものです。 

続きまして、11 ページを御覧ください。「３．都市施設整備の方針」で御座います。ここでは、道路な

どの交通網、公園、下水道、その他の都市施設の整備についての方針を定めております。（１）基本方針で

は、改訂案において、「連携・交流を支える総合的な交通体系の整備」「拠点となる公園・緑地の充実と協

働による身近な公園の再編・再生」「安全で快適な都市活動・都市生活を支える施設整備」「循環型社会の

実現をめざすシステムづくり」の４点を掲げております。主な修正点としては、○の２点目の公園に関す

る方針について、公園の「維持・活用」から「再編・再生」に修正するほか、表現を修正しております。

現在、本市では「みどりの基本計画」を策定中です。ここで言う「みどり」は、山林や河川、海岸などの

自然環境や、農地・公園・街路樹などの人工的な緑も含みますが、この「みどり」を守り育て、次世代に

つなげていくことを目的として策定するものであり、この度、この計画との整合を図る形で修正をするも

のです。 

次に、12ページをお開きください。「（２）交通施設整備の方針」で御座います。「①道路網整備の方針」

の改訂案の１段目では、「慢性的な渋滞解消を図るため、岩国大竹道路の早期完成や岩国南バイパスの南伸

整備、岩国西バイパスの整備を促進する」こととしております。この岩国西バイパスについては、現計画

では方針図のみに記載がありますが、これと整合をとる形で、この度、文言での整理を行なうものです。

その他の修正については、地域名や字句修正に伴うものですので、説明は省略させていただきます。資料

の右側、13ページでは、将来幹線ネットワークイメージをお示ししております。この図は、将来都市構造

図の各連携軸をふまえ、どのような路線により幹線ネットワークを構築するかを示しているものです。お

示しのとおり、現計画から表現を修正しておりますので、説明させていただきます。本市のマスタープラ

ンにおいては、市内の他都市との連携を支える機能を担う軸を「広域連携軸」として規定し、この機能を

有する路線を「広域幹線道路」として位置付けているところです。現計画の表示では、大きな赤い丸で表

示している都市拠点を通り、本市に隣接する各都市圏を結ぶ主要な広域幹線道路と、各地域拠点から発生

する広域幹線道路とが同じ表現となっており、都市圏間を連携する「軸」となるラインが分かりにくいも

のとなっておりました。この度、都市圏間を結ぶ広域幹線道路と、その他の広域幹線道路とで表示を区分

し、ネットワークとしてのメリハリをつけることとしております。あわせて、前回御確認いただいたよう

に、将来都市構造図におけるネットワークにあわせ、由宇と玖珂の地域拠点を結ぶ軸、美和と大竹を結ぶ
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軸を新たに追加しております。また、国道２号と岩国大竹道路、国道 188 号と岩国南バイパス――これは

南伸も含んでおりますが、これらについては、路線としての役割や、位置関係など共通するものがありま

すので、幹線ネットワークイメージとしては１本にまとめるものです。なお、この度、この幹線ネットワ

ークイメージについて御確認いただけましたら、この表示を「連携軸」として、前回お示しした第２章の

将来都市構造図にも反映させ、同じ表現で取り扱って参りたいと考えております。 

次に、14 ページをお開きください。「②歩行者・自転車道路整備の方針」については、方針に歩行者及

び自転車の安全な通行に関する記述を盛り込むなど、一部修正を行なうこととしております。次に、「③公

共交通施設の整備方針」については、岩国駅周辺整備事業の進捗や、関連計画の策定などを受け、記述を

修正することとしております。 

次に、「④駐車場・駐輪場整備の方針」についてです。多くの観光客が訪れる岩国城下町地区においては、

現在は錦帯橋の下河原のほか、複数の駐車場を利用している状況ですが、観光客の導線や、安全性の確保

などの観点から、駐車場の集約、再配置が求められています。こうした背景をふまえ、「観光拠点である岩

国城下町地区において、回遊性向上、安全性・景観保全の観点から、駐車場の再配置を図る」ことを新た

に追加するもので御座います。資料の右側、15ページでは、交通施設の整備方針図をお示ししております。

主な変更点につきましては、道路整備の事業進捗に伴い路線表示を修正したほか、岩国南バイパスの南伸

について、こちらは構想路線で御座いますが、要望活動の実態にあわせて、線を南に伸ばしております。

また、岩国玖西連絡道路（仮）としておりましたが、要望実態にあわせ、岩国西バイパスと修正しており

ます。このほか、将来都市構造図の連携軸にあわせて路線表示を整理しております。主な変更点について

は以上です。 

続きまして、資料 16ページをお開きください。「（３）汚水処理施設及び河川整備の方針」では、施設の

整備構想や管理方針等をふまえ、記述の一部修正を行なうこととしております。次に、「（４）公園・緑地

整備の方針」です。主な変更点ですが、現計画では、広範囲を対象とした広い面積を有する「都市基幹公

園」と、近隣居住者を対象とした比較的小規模な「住区基幹公園」とに分けて方針をお示ししております。

この度の改訂において、方針の記述を整理する関係上、この区分を無くし、都市公園全体にかかる方針と

して整理することとしております。個別の修正内容についてですが、１段目から３段目までは、吉香公園

や岩国運動公園、玖珂総合公園等に関する方針として、関連計画をふまえた修正を行なうこととしており

ます。４段目の、街区公園や地区公園等に関する方針については、みどりの基本計画との整合を図り、地

域住民のニーズをふまえながら「公園の再編・再生」や「維持管理・活用方策についての検討」を進める

よう、表現を修正することとしております。５段目の、新たな公園が必要な地区等に関する方針について

も、みどりの基本計画をふまえて、表現を修正するもので御座います。また、１番下の段の、長期未着手

の都市計画公園に関する方針については、今後、長期未着手の都市計画公園の見直しを予定していること

をふまえ、都市計画公園全体にかかる方針として整理するもので御座います。 

次に、17ページを御覧ください。「（５）その他都市施設整備の方針」で御座います。主な修正内容とし

ては、「①上水道施設」について、簡易水道を水道局に移管・統合する事業が完了するとともに、計画的な

施設の長寿命化・耐震化が進められていることから、これをふまえた方針として修正しております。次に、

「②ごみ処理・リサイクル施設」について、現在、日の出町に新たなごみ焼却施設の整備が進められてい
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ることをふまえ、新たなごみ焼却場に関する方針を修正しております。その他、記述の一部修正を行なう

こととしております。説明は以上です。御審議の程、宜しくお願いします。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。結構ボリュームも有りますし、内容も多岐に亘っているので大変か

と思いますが。今の説明で、一つは土地利用の方針ということで５から８ページの図までの説明がありま

した。その後、市街地整備の方針と言うことで９から 10ページ、最後に都市施設整備の方針ということ

で少しボリュームが有りますが、広域の幹線道路、都市内の道路、公園等、河川、という形で、説明があ

りました。前後すると混乱するかもしれませんので、まず土地利用の方針として括られた、５から８ペー

ジの中でかなり色々なキーワードが出ましたが、大きく言えば集約型ということや、現在までに決まった

こと、進んだことを踏まえて、反映させたものについて説明がありました。ここまでの所で、御意見など

ありましたら、お受けしたいと思います。お願いします。 

○丸茂委員 こんにちは、丸茂で御座います。ボリュームが有りますので端的に質問します。５ページの一

番下を見ていただくと、「日常生活レベルの商業施設や休憩施設等の沿道サービス機能を適切に配置・誘導

します」とあるのが、「日常生活レベルの」という言葉が省かれているのと、「商業・業務機能を適切に配

置・誘導する」に変わっていますが、基本的にどういう事か御説明頂けますか。 

○事務局（大黒屋班長） 特に内容が変わっている訳ではなくて、商業施設に加えて、例えば銀行などの業

務機能が読み取れないような内容になっていましたので、そういった機能を新岩国や南岩国駅周辺にも集

めてくるような書き方に変えています。 

○丸茂委員 大きく変わるのではなく文言が少し変わるということで宜しいでしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） わかりやすい表現に変えたと言うことです。 

○植野委員 確認ですが、５ページの中段で「効率的で環境負荷の少ない集約型の都市形成」とありますが、

いわゆる「効率的で環境負荷の少ない集約型の都市形成」を成すべき地域について、用途地域等が設定さ

れている岩国・由宇・周東・玖珂地域のみなのか、又は本郷・美川・錦・美和も含むのか、そのあたり再

度御説明頂けないでしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） 集約型の都市形成ということですが、全市的に人口減少、少子高齢化という問題

を抱えていますので、集約の考え方については全市的に考えていくべき問題と捉えています。既成市街地

と市街地の再編ということなので、主には用途地域が貼られているような市街地部から取り掛かっていく

ことになると思いますが、都市計画区域以外についても集約型の考え方を入れていかないといけないと思

うので、全市的な取り組みと捉えていただければと思います。 

○植野委員 こういう言い方が適切か分かりませんが、先程も人口減少が進んでいるという話がありました

が、どこの町でも一緒ですが、周辺部から過疎化していくという状況があって、要するに、皆さん、とに

かく中心部に集まってください、という考え方なのかどうか。そうすれば行政効率も高まるし、社会イン

フラの整備も集中的に進んでくるので、皆さん集まってねという考え方なのか。そのあたりの考えがあれ

ば教えていただきたい。 

○事務局（大黒屋班長） 考え方として、中山間部の方も市街地に集まってくださいという事ではなくて、

市街地部は市街地部で、用途地域内なりに都市機能等を集約していく。さらに、中山間は中山間でそれぞ

れの拠点を維持していく必要がありますので、集落を守っていく様な、別々の集約の意味で考えています。 
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○越沢委員 今の点ですが、国が色々な場面で使っている「コンパクトシティ」それぞれの地域に拠点を設

けてそこに集めていこうという、つまり、市街地に集めようと言うのではなくて、美川・美和など色んな

地域で地域を拡散させるんじゃなくて集約していこうという考え方と捉えれば宜しいでしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） 仰る通りで、市街地以外の中山間部にも地域拠点を設定させて頂いているので、

中山間は中山間で「コンパクトシティ」という考えのもとで街を維持していくという事です。 

○越沢委員 まあ「コンパクトシティ」という横文字が適切かどうか、今は出来るだけ少なくしていこうと

いう方向性もあるんですが、私たちが一番わかりやすい表現とすれば「コンパクトシティ」と言う言葉が

どこかに入っていれば分かりやすいかなと思いました。 

○塚本会長 今の点について事務局からは宜しいですか。 では、どうぞ。 

○宮川委員 只今越沢委員が言われた「コンパクトシティ」という外来語の表記と係ることですが、今回の

改訂案の趣旨については理解できました。所々で「錦帯橋みらい計画」の「みらい」、「岩国市みどりの基

本計画」の「みどり」、「みなとオアシスゆう」の「みなと」と「ゆう」、などが平仮名で表記されています。

この様な事はどの様な過程を経て決定されたんでしょうか。確かに平仮名表記の方が柔らかさは感じます

が、全国的な傾向かどうか。教えてください。 

○事務局（大黒屋班長） 例えば「みどりの基本計画」で言いますと、都市計画課も関わって公園みどり課

とともに作っているものですが、「みどり」という言葉を漢字で表記しますと、森林とかそう言ったものを

イメージされるという事がありましたので、平仮名で「みどり」としました。「みどり」の定義として、「み

どりの基本計画」では森林とか以外にも市街地部の公園や広場といったそういったものも含めて計画を策

定しておりますので。他の件に関して、はっきりお答えできなくて申し訳有りませんが、「みどりの基本計

画」に関しましては、「みどり」を広い範囲で捉える意味で平仮名表記としております。 

○宮川委員 ありがとう御座います。 

○岡田委員 岩国農林事務所の岡田と申します。私の方から２点ほどお尋ねします。まず１点目ですが、５

ページの下段からの繋がりになりますが、「（2）土地利用類型と配置方針」という表題になっています。こ

の土地利用類型というのが、「市街地」と「農地集落地」それから「山地丘陵地」の３つに区分されていま

すが、この区分がいまいち分かりにくいな、と言う気がします。要するに、ベクトルが違う表現のものが

混在しているような気がします。「集落地」「農地」これもベクトルが違う表現だと思います。だとすれば

この土地利用類型と言うのをどの様に考えておられるのか。その部分と、ここの「配置方針」という書き

振りですが、「配置方針」なのに「配置方針」の内容になっているかなあと。私も十分読んでいないので、

そうではないという事かもしれませんが、若干食い違いが有るように思います。この点、もし分かれば教

えてください。 

それから２点目ですが、７ページの下段から２番目、③の用途白地地域の項目です。「農業上の土地利用

の促進を図ると共に」という一文を新たに加えられた様ですが、事実上はそうかもしれませんが、一般的、

行政的に考えると、白地地域に於いて農業上の土地利用の促進を図るのか、という事があります。農業関

係では、農業振興地域というのを位置付けて、農業を振興する地域を固めていますが、白地地域にありな

がらこの表現を加えるのが適切であるか。この２点をお尋ねしたいと思います。 

○事務局（大黒屋班長） 白地地域の「農業上の土地利用の促進を図ると共に」という表現を加えたという
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事ですが、岩国市は市街地が拡大していくような傾向も御座いますので、ここは農業上の土地利用、農振

地域なども貼られていますので、そう言った所と調整しながら、農業サイドとも調整が必要と言う意味も

あって新たに加えたものです。 

土地利用の区分の仕方ですが、今回の改訂にあたって区分と言うか構成までは気にしていませんでした

が、あくまで改訂ですので、あまり大きく構成を変えることは難しいかもしれませんが、また次回以降の

検討とさせて頂ければと思います。 

○塚本会長 宜しいですか。国土利用計画など上位計画も含めて、こういった土地利用類型についてある程

度の定義は有るかと思いますので、それも踏まえて、正確な表現にされたらいいかなと思います。その他

御座いますか。 

○榊原委員 集約の事ですが、先程からお話を伺っていると少し思うのは、そういう事であれば立地適正化

とは書かれないのかなとちょっと思いました。立地適正化計画に対してはどういうスタンスと思えば宜し

いでしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） 先程申しました様に、こちらにも記述しておりますが、集約していかなければな

らないという事は前回からの課題ですし、そういった方向で進めていくことは今回も変わっていませんが、

一歩進んで記述を変えたところではあります。立地適正化計画については、具体的な集約に向けての計画

になるので、岩国市ではどういった手法で集約していこうか、という所もまだ検討段階ですので、今回は

控えさせて頂いています。 

○榊原委員 宜しいかと思いますが、徐々に県内でも策定を開始するところが出てきている中で、このタイ

ミングで無いというのは、それはそれで一つの意思表示になる部分は有ると思いますので、確認させてい

ただきました。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。その他、土地利用に係る辺りで何か御意見は有りませんか。この考

え方はどうなのかと言った事がありますか。後で戻って頂いても構いませんので、厳密には土地利用と市

街地整備の方針というのは、かなりダブる部分も有りますが、次に進めさせて頂いて。９ページ 10ページ、

ここでは先程の土地利用が、使う所と使わない所をどういう風に分けていきますよ、と言う様な考え方の

整理でした。市街地整備の方針というのは、実際に人が住んでいる所、市街地になっている所を今後どの

様にしていきますと言う、少し限定したエリアについての方針になっていると思います。この辺りについ

て御質問なり御意見があればお願いします。 

○松川委員 松川と申します。10 ページの所の空き家問題について、これは全国的な問題になっていると思

いますが、これが１点と、もう一つは、逆に新しい土地開発という事も考えておられると思いますが、日

本全国どこでもそうですが、日本の人口が減少していく中で、新しい宅地を開発していくと、当然空き家

が増えてきます。その中で、空き家対策と新しい住宅の開発のバランスをどの様に考えているのか。特に

山口県は全国でもワースト 10に入るくらい空き家率が高くて、岩国もそれに適合すると思うんですが、新

しい住宅地の開発と空き家対策とのバランスについてどのように考えておられるのか、お聞かせください。 

○事務局（大黒屋班長） お答えします。今、市では「空家等対策計画」を策定中で、現在は老朽空き家等

への対策が主な内容として入ってくると思いますが、それに加えて、今仰られた、空き家等の活用という

面についても、こういった計画に盛り込んでいかなければならないと考えています。開発との関係という
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事ですが、市街地部に住める空き家が有るのに利用できない状況の中で、新たに周辺が開発されるという

事が生じていると思いますが、まずは空き家の利活用という事が出来ないと、例えば周辺部で住宅を建て

られる方を中心部に呼び寄せる事ができないと思いますので、そういった対策が取れれば、中心に集まり

たい方に集まっていただくことができると思います。それとは別に、集約型という考え方も有りますので、

具体的な施策は御座いませんが、そういった事も同時に考えていかなければと思っています。 

○松川委員 要するに先程から出ている集約型と言うことで、中心市街地と言う一つのエリアと、例えば玖

珂・周東の拠点整備と言った各地区の拠点整備を別々にやっていくという事だと思いますが、その中で、

集約するところには空き家がなるべく少なく成る様な方策、例えば今まで日本の場合、新規住宅に対する

手厚い保護が有りましたが、今は中古住宅のリフォームと言った岩国市独自の施策、地区を限定するなど

して、リフォームなどの中古住宅に対する保護の様な新しい施策というか考え方を少し持ちながら。これ

はここだけの問題ではないと思いますが、新規住宅ばかりやっていくと、世帯数が増えることは無い訳で

すから。その辺りを大きな方針として、拠点を創る、集約型にする、そのエリアについてはこの様な保護

なり、施策を打つと言う様な考え方が、今後一つ大きな課題になるように思いますので、検討事項として

お願いしたいと思います。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。何か御座いますか。 

○事務局（髙崎部長） 補足だけ。貴重な御意見をいただきました。先程から集約型まちづくり、コンパク

トシティ、立地適正化計画、など色々な話が出ていますが、元々は市街地の人口密度が下がっていくのを

食い止めなければという事から、こういった取り組みが始まっています。委員御指摘のように、人口密度

を保ち、上げていく為には、中心市街地における空き家の利活用という事がとても重要になると思います。

都市計画マスタープランでは、空き家に関する具体的な施策まで記述することは困難です。現在「空家等

対策計画」を策定中ですが、老朽危険空き家だけでなく、特に今後は空き家の利活用と言った事が大変重

要になってくると認識しておりますので、私共の方から、空き家対策を所管している部署に対して申し伝

えておきたいと思います。そういった事によって、市街地周辺部に戸建住宅が出来たりという事を、一定

程度食い止めるられると考えています。 

○塚本会長 他に、この辺りの内容で何か御座いますか。 

○藤重委員 藤重と申します。17・16 ページ辺りに公共施設、汚水処理施設、上水道施設、辺りの最後に耐

震化という言葉が出てきますが、他の都市施設ではこの辺りの言葉が無いですが、当然含んでいるという

認識でしょうか、それとも、この二つだけという意図がお有りでしょうか。 

○事務局（善本課長） 基本的に、現在、長寿命化計画において事業実施されている上水・下水等について

は、現在進行しているという事で表現しております。その他施設についても、その都度やられていますが

規模的には小さいという事で表現を控えさせて頂いています。 

○塚本会長 宜しいですか。では次に、都市施設の整備という事で、11～17 ページも含めて御意見を頂けれ

ばと思います。 

○松川委員 資料 14 ページの公共交通施設の整備方針の所で、「パークアンドライド」という言葉が出てき

ます。要するに、中心部に行ったときに「ウォーカブルタウン」ということで、安心して歩ける街にしよ

う、車は遠くに停めて貰って、中心部に入れないようにして、バスなり何なりで中心部に来て貰おう、と
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いう考え方だと思いますが、どの辺りの施設を「パーク」に充てるのか。具体的にあれば教えてください。 

○事務局（大黒屋班長） 具体的な場所が有る訳ではなく、関連計画で交通関連の計画が幾つかありますが、

その中で「キスアンドライド」「パークアンドライド」といった記述があるのでここに記載しています。 

○松川委員 近未来じゃ無いという事ですね。それともう一点、中心市街地や市街地部と地域拠点を結ぶの

は、JR とか公共交通、いわゆるバスの話が出てくると思いますが、具体的な話をすると、バスの運行状況

について、市民の方から随分不満の声が挙がっていて、本数が少なくなったとか、そういう事が有ります

が、何か新しい交通システムといった物を考えているという事は無いですか。これは非常に重要なことに

なってくる。高齢化社会になって、自分で車を運転できない人がこれから沢山出てくると思うので、拠点

と拠点を結ぶ公共交通機関が、まちづくりにとって非常に重要になってくると思いますが、その辺りにつ

いて如何でしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） そのような話になると、具体的な交通施策の内容になってくるので、都市計画マ

スタープランの中ではあくまで方針なので、具体的な計画については関係各課でということで考えており

ます。 

○塚本会長 よろしいでしょうか。これは「地域公共交通総合連携計画」で検討中という理解で。 

○松川委員 もう一つ付け加えて貰うとすれば、地域拠点と中心部を結ぶバス計画と言うこともありますが、

高台団地という問題もあって、高台団地に住む方が随分高齢化されて、車が運転できなくなった時に、距

離が遠いというだけの問題では無く、上り下りが大変になるという事もありますので、その辺りも付け加

えて頂ければと思います。人口も多いですし。 

○事務局（大黒屋班長） 都市計画課だけでは対応できませんので、関係課と協議して、載せられる様なら

載せていきたいと思います。 

○塚本会長 他に御座いますか。 

○丸茂委員 松川委員のお話と関連しますが、先般、皆さんも御存知のように、いわくにバスが持ヶ峠まで

バスを運行しなかったという事があって、正直自分も憤りを感じているところです。実際現場にも行って

みました。この様な事はあってはならない事と思いますが、自分でも運転してみる中で、バスの運転手の

気持ちになると、カーブでバスと出会ってしまうと離合が難しいという状況がありますので、周辺整備と

いうか、道路整備も公共交通を維持していく為には必要と思います。今のは持ヶ峠の件でしたが、市街地

においても、バス停の整備など、必要と思いますので、そう言った事も計画の中で勘案していただきたい

と思います。 

○塚本会長 今の件で何か御座いますか。 

○事務局（大黒屋班長） 中山間地では離合が難しい道路も有るというお話ですが、都市計画マスタープラ

ンで言いますと、これが該当するか解りませんが、交通施設整備の方針の中で、道路網整備の方針と言う

のもありますし、「将来幹線ネットワークイメージ」の中でも、ここに全て網羅されている訳ではありませ

んが、都市幹線道路の整備を進めていくという事が謳ってありますので、そういった所は進めていく方針

です。 

○丸茂委員 地元の方のお話を聞かせていただきましたが、週に一本、一日一本のバスを待っていたのにそ

れが来なかったと。その方のお孫さんにもお話を伺いましたが、おばあちゃんは週に一本のバスで買い物
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に行くのを楽しみにしていたと、そう言う事も言われていたので、そういう市民一人一人の気持ちは大切

にしていただきたいと思います。勿論、いわくにバスに委託している状態なので、岩国市だけの問題では

無いですが、岩国市全体の事として、しっかり考えていただきたいと思いますので、そこは念を押してお

願いしておきます。 

○廣田委員 廣田で御座います。宜しくお願いします。私は教育の現場からお話をさせていただくと、16 ペ

ージの(4)の②のところですが、今、学校現場はマスコミ等で皆さん御存知と思いますが、「コミュニティ

スクール」と言って、地域と一緒になって学校教育を進めていく、地域一体型という事で進んでいます。

教育はまちづくりである、という事も言われていますが、そうした立場から述べさせていただくと、ここ

の公園の事ですが、中山間の方が、草刈り等で困って行政でどうにかしてくれないか、と言った話を聞き

ますが、公園については、逆にこれを利用する、地域とか子供たちが何か出来ないか、という事をずっと

思っていまして、そういった事が改定案で、地域との協働のもと、維持管理や活用の方策云々、という文

言が有ります。自分たちが使う公園を自分たちで管理するというニュアンスが感じられるので、とても良

い方向だと思います。 

もう一点は、現行では、「子どもが気軽に遊べる遊具の充実や高齢者の憩いの場づくり等」という所が、

改訂後は全部落ちていますが、地域住民との協働の元と言うのはそうなんですが、今は少子高齢化で、子

供たちが遊ぶ遊具が、学校の安全性等の問題で段々少なくなってきています。そういうことも有るので、

地域の公園に沢山の遊具が有ると良いなという事。もう一つは、高齢化でそういった方々が御自身の健康

維持のため、健康管理のために、随分運動したりウォーキングしたりしておられるので、そういった方を

両方含めて、少子高齢化という課題から、子どもが気軽に遊べるという事や、高齢者の憩いの場づくりと

いう文言は有る方が良いなと、言う風に思いますが如何でしょうか。以上です。 

○事務局（善本課長） 公園の利用形態は地域によって大変細かくなってきています。高齢の方が使われる

公園、小さいお子さんが使われる公園、様々な内容が御座いますので、表現として「ニーズ」、必要性が有

るものと言う一括りの大きい意味合いで、この表現に変えようというところです。一つ一つ小さく言おう

とすると、様々な事まで書かなければならないので、それらを総括して「地域住民のニーズに沿った」と

いう表現で、今回改訂させて頂ければと思っています。 

○越沢委員 「地域住民のニーズ」という一括りにされた、という事ですが、やはり「等」を入れて、廣田

委員が言われた様な内容を前に入れて、そういうニーズをという事でやらないと、「ニーズ」という言葉に

大変広い意味が有りますので、どうかなと思います。私の方から、やはり公園ですが、52番の所で、「合併

による広大な市域において、市民が利用しやすい拠点となる公園・緑地の整備を検討し、利用者のニーズ

に応じた活用を図ります。」の所です。ここで「総合公園や運動公園等、広域を対象に多くの市民が利用す

る公園は、公園機能の充実を図り、市民の利用促進に努めます。」という改訂案が載せてあります。で、愛

宕山に防災公園ができますが、それについては、この計画の中で、どの様に反映されているのか、それを

お伺いしたいと思います。 

○事務局（善本課長） 現在、整備中ですので、今現有る物に対して、その活用等をここに記載せさせて頂

いています。今後、都市公園として利用されるとは思いますが、まだ確定している訳では無い所もありま

すので。ただ、全体として、広域的な空地としての位置付けは取っているところです。 
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○越沢委員 「みどりの基本計画」の中には、愛宕山も載せていますね。これを反映してこっちを、という

協議も有りますので。現時点で整備中と言う事ですが、この改訂はいつ頃される予定ですか。今年度中。

将来を見込んで改訂する、という風にも思っていますので。どの様な形が一番良いのかと言うのは有りま

すが、愛宕山の事をどこにも載せないというのは、この計画の中でどうなのかなと。一言提言しておきま

す。 

○事務局（大黒屋班長） 愛宕山に整備中の地域防災公園につきましては、具体的には、地域別構想の方で

記述しておりますので、次回以降に内容を見て頂ければと思います。 

○塚本会長 他に何か御座いますか。どうぞ。 

○榊原委員 最初に少し交通のお話が有りましたが、私は、どちらかと言うと交通の事で呼んで頂いている

と思いますので、若干コメントと質問をさせて頂きます。先程お話が有ったような、公共交通の件に関し

て、先程も申しました「立地適正化」と、国土交通省がペアで作っている「地域公共交通網形成計画」と

言う制度が有ります。それが都市計画と公共交通の計画を一体で、両方を使って車の両輪で、どちらかと

言うとコンパクトシティを目指してください、と言うのが国の枠組みかなと思います。都市計画と公共交

通は、歴史的・全国的に相性が良くなかったんですが、国も一体化する枠組みを作ったりしているので、

その様な事も、視野に入れて進められてはと少し思いました。それはコメントです。質問は、14 ページの

「歩行者・自転車道路整備の方針」の所ですが、内容が、歩行者・自転車道路整備の方針ですが、前後を

見ると、自転車については、どちらかと言うと後退しているのかなと思うんですが。自転車道という表記

が無くなっていたりするので、自転車については力点が置かれない改訂になっている印象を受けますが如

何でしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） 特に前回と比較して、自転車についての整備をしないという方向ではなく、内容

的に「歩道等」のといった中で纏めさせて頂いたところです。 

○榊原委員 いや、多分減っていると思います。どちらかと言うと、歩行者の方がより大事なので、歩行者

の事を重点的に書きます、というお考えなら、それはそれで一つの考え方かなと思います。想像したのは、

自転車道だと幅員などの規定があるので、実際に整備するうえで難しいので、避けたのかなと。「歩道等」

ですが、厳密に言うと自転車が走るのは「自歩道」かなどと思うと、何となくこれまで程は、自転車の事

を言わない記述になっていると感じるのは率直な所です。以上です。 

○塚本会長 ありがとう御座います。もし正確な表現ではないようでしたら、正しい表現をお願いします。

はい、お願いします。 

○浅田委員 失礼します。浅田と申します。14 ページのバリアフリー化の所ですが、ここに、岩国駅のバリ

アフリー化と言う風に書かれていますが、市として将来、全面的にバリアフリー化という構想がお有りな

のか、質問させていただきます。御高齢の方や、小さなお子様をお持ちの方の為にも、安全性を考えます

と、自転車の件も有りましたが、やはり他県から来られた方にとって、バリアフリーになっていると、も

っと住みよい岩国市になると思いますので、その辺り少し質問させて頂ければと思います。宜しくお願い

します。 

○事務局（善本課長） 市として、基本的に、公共施設のバリアフリー化を進めているところです。改築等

に合わせて、基準を満たす様、順次バリアフリー化に努めているところですので、この様な記述をさせて
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頂いています。 

○塚本会長 はい。お願いします。 

○小澤委員 岩国土木建築事務所の小澤で御座います。一点だけ。13ページの「将来幹線ネットワーク」で、

その中の岩国西バイパスの位置付けですが、都市幹線道路となっています。これは否定しません。ただ、

それだけなのかな、と思います。と言うのが、その上に、岩国玖珂線と言う県道が有り、これはいわゆる

欽明路道路ですが、これは確かに都市幹線道路です。ただ、それプラス、２号のバイパスという役割を果

たしています。かなり沢山の車が走っていますので、それでそれだけ渋滞も激しくなっていますが、その

渋滞対策として、西バイパスは必要な道路と言う面があると思います。そうなると、この道路ができると、

おそらく、欽明路バイパスを走っている車が、かなりこっちに転換すると思います。という事は、この道

路は広域幹線道路（都市圏）のオレンジ色を付けるべきではないかと、私は思いますが如何でしょうか。 

○事務局（善本課長） 事務局としても頭を痛めている内容ではあります。国道２号という位置付けの道路

ですが、機能的には言われる通りと思います。その辺りでどういう表現かという所で、今の欽明路道路、

いわゆる県道岩国玖珂線はあくまで、市内の岩国と玖珂を結ぶ道路という位置付けになっています。とい

う事は、今はこういう表現しかできないかなと。国道２号は関西から九州まで結ぶ一本の路線の一部にな

っていますので、なかなかここが変えにくい、しかし現状は言われる通りかなとも思っています。 

○小澤委員 岩国玖珂線はこれで良いんです。岩国西バイパスの色が違うのではないかと。 

○塚本会長 これも付け加えて、こう言う風にしてはどうかという事でしょうか。これは御検討いただく事

はできますか。 

○事務局（加納主幹） 今のお話で、確かにそう言った取り方もあると思いますが、当面、この図面の中で

の表記の仕方としては、広域的に他都市と岩国市を結んでいる道路を、オレンジの広域幹線道と位置付け

ておいて、そうで無い物は、青色であったり、オレンジの小さい物であったりという仕訳をしてあるので。

仰った事は承知していますが、国道のバイパスか、県道か、そういった意味合いが込められている訳では

有りませんので。単純に、この図面の中で、他都市と結んで無い物は、オレンジの小さい方ないし青色で

表記してあると受け止めて、御理解頂けると有り難く思います。私共も何かの時に、これを説明する際に

は、そのような位置付けで表記してあるだけであって、本当の道路の意義、国道か県道か市道なのか、と

いった事は、これから検討していく事だと考えていますので、御理解いただけたらと思います。 

○小澤委員 しつこい様ですが、岩国南バイパスはオレンジで、これは岩国市内です。これとどう違うんで

すか。それともう一点、これをオレンジにしておかないと、国で施工して貰えませんよ。そうすると県の

施工しかイメージがない。 

○事務局（加納主幹） 岩国南バイパスは、岩国・柳井間の大きな広域的な道路として要望させて頂いてい

る経緯が有りますので、他都市と結ぶ道路という事で、オレンジで表記させて頂いています。 

○事務局（髙崎部長） 少し補足だけ。この図面で言いますと、右側と左側で大きく違うのが、オレンジ色

の太い実線を加えた点です。オレンジ色の矢印は、中心部と他都市を結ぶ、広域幹線道路（都市圏）とし

ています。それと都市幹線道路、青い点線で地域拠点同士を結ぶ道路、という事で、岩国西バイパスや県

道岩国玖珂線、周東美川線、そういった市内の地域拠点を結ぶ道路を都市幹線道路と表現したところです。 

○塚本会長 色々な意図が有っての御意見と思いますので。宜しいでしょうか。 
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○小澤委員 個別に話をします。 

○塚本会長 かなり時間も進んでいますので、一旦進めさせて頂いて宜しいでしょうか。では、18 ページか

らの説明をお願いします。 

○事務局（善本課長） それでは、18ページを御覧ください。「４．自然的環境の保全・整備」の方針で御座

います。ここでは、自然環境の保全や活用のほか、市街地の緑化の方針を定めております。「（１）基本方

針」では、「豊かな自然環境の保全と活用」「農地や山林の維持・保全と活用」「市街地における緑化の推進」

の３点を掲げております。こちらについて、この度変更は御座いません。 

次に、「（２）自然環境の保全と活用の方針」で御座います。主な修正点としましては、19ページを御覧

ください。資料の上の方ですが、「③海辺空間の保全と活用」において、元々、方針図において位置付けの

あったみなとオアシスゆうを、レクリエーション空間として改めて記述するものです。次に、「（３）市街

地の緑化の方針」です。現計画では、「①公共施設の緑化」と、「②民有地の緑化」とに分けて方針をお示

ししております。この度の改訂において、公共と民間の区別ではなく、都市全体において緑化に取り組ん

でいく方針として整理することとしております。その上で、１点目に「みどりの基本計画」に基づき、敷

地内緑化や公共空間における樹木等の適正管理により、緑豊かな潤いある市街地の形成を図ること。２点

目に、岩国駅周辺において、都市の玄関口にふさわしい緑豊かな潤いある景観形成を図ること。３点目に、

豊かな自然を有する地区は、風致地区等の指定により、その保全等を図ること。４点目に、住宅地等は、

既存緑地の保全や身近な緑の創出を促進すること、を定めております。 

資料の 20ページをお開きください。自然的環境の保全・整備方針図をお示ししております。大きな方針

の変更がないことから、河川名の表示等、事務的な修正のみを行なっております。 

続きまして、21ページを御覧ください。「５．景観形成の方針」で御座います。ここでは、景観の保全・

形成の方針のほか、市街地における景観形成の方針、景観形成の推進に向けた取り組みを定めております。

景観に関しては、全市を対象とし、岩国・横山地区を重点地区とする「岩国市景観計画」が定められてお

ります。この景観計画については、当時の都市計画審議会にも御意見をいただきながら、平成 24年に策定

され、平成 27年の改訂を経て現計画に至っているもので、現在はこれに基づく景観まちづくりの取り組み

を進めているところで御座います。こうした状況をふまえ、都市計画マスタープランにおける景観形成の

方針についても、景観計画と整合をとる形で修正するもので御座います。「（１）基本方針」では、改訂案

において、「固有の自然・歴史・文化を活かした岩国らしい景観まちづくり」「市民の生活や生業と一体と

なった景観まちづくり」「市民とともに守り育てる景観まちづくり」の３点を掲げております。こちらは、

景観計画と整合をとる形で文言の修正を行なうもので御座います。次に、「（２）地域資源を活かした景観

の保全・形成の方針」で御座います。主な変更点で御座いますが、２段目に、歴史的なまちなみに関する

方針を定めておりますが、ここに「文化的景観」という言葉を新たに追加しております。文化的景観とは、

単に目に見える風景のみではなく、地域における人々の生活等により形成された景観のことで、城下町の

町割や建物の連なり、背景となる城山や錦川などを有する岩国地区などは、優れた文化的景観を有してい

ると言えます。こうした地区の景観特性の継承に向けて、景観まちづくりの取り組みを推進することとし

ております。 

続きまして、22 ページには、「（３）市街地における景観形成の方針」、「（４）景観形成の推進に向けた
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取り組み」をお示ししております。それぞれ、現計画の方針をベースに、景観計画との整合をふまえた修

正を行なうこととしております。 

続きまして、23ページを御覧ください。「６．都市防災の方針」で御座います。「（１）基本方針」では、

改訂案において、「災害の発生を抑止する都市形成」「被害を最小限化する環境整備」「多様な主体・手法に

よる防災都市づくりの取り組み」の３点を掲げております。主な修正点としては、○の一つ目を災害の発

生抑止、○の二つ目を被害の最小限化に関する記述として整理を行なうとともに、「復旧活動の円滑化」に

関する記述を追加するもので御座います。次に「（２）都市防災の方針」で御座います。「①自然災害によ

る被害の抑止・軽減」と表示しておりますが、これは、現計画では「自然災害の発生抑止」となっている

ものを、国が示す防災都市づくりの考え方に沿って「被害の抑止・軽減」に改めるもので御座います。同

様に、各方針においても、「災害の発生抑止」を「被害の抑止・軽減」に改めることとしております。また、

瀬戸内海沿岸部や河口付近においては、新たに津波に対する方針を追加するもので御座います。次に、「②

災害に強い市街地の形成」では、老朽木造家屋が連担している地区において、地震や火災時の被害拡大防

止や、避難の円滑化に向けた手法に関する記述を修正しております。 

続きまして、24ページをお開きください。都市防災に関する各方針を定めておりますが、事業進捗等に

伴い記述を修正するものですので、個別の説明は省略させていただきます。 

25 ページを御覧ください。「７．地域特性を活かした都市づくりに向けて」で御座います。ここでは、

全市を計画区域とするマスタープランにおいて、これまでの１番から６番では触れていない、環境、産業、

交流などの取り組みに関する方針を定めるもので御座います。まず、前文については、現計画では、市町

村合併を受けた都市づくりの取り組みの方向性を示しておりました。この度の改訂にあたっては、その後

のまちづくりの取り組み、進展をふまえ、地域間連携や住みよいシステムづくり、また、県内外との交流

などを進めるよう、記述を修正するもので御座います。次に、「（１）資源やエネルギーが循環する都市」

では、大きな視点で記述していた前段の文章を削除する一方で、低炭素社会の構築に関する視点を新たに

追加することとしております。次に、「（２）地域の産業が継続する都市」では、岩国市農林業振興基本計

画をふまえた記述修正を行なうこととしております。 

続いて、26ページをお開きください。「（３）人々が循環する都市」として、１番上の段ですが、現計画

では、中山間地域と市街地において、ライフステージに応じた住み替えを実現する仕組みづくりを検討す

ることとしておりました。第２次岩国市総合計画においては、安心・安全に暮らし続けられる中山間地域

の実現を掲げており、こうした取り組みとの整合を図るため、この度の改訂により、中山間地域において

「UJIターンの推進等、定住促進に向けた取り組みを進める」よう、方針を修正しております。あわせて、

都市間交流に関する方針として、「本市が有する資源や魅力を広く発信するとともに、県内外の都市等との

活発な交流及び企業誘致や観光振興等の施策を展開することにより、各地域の活性化を図る」旨を追加し

ております。次に、「（４）地域資源や特性を活かした個性的で魅力ある都市」では、２段目で、錦帯橋そ

のものの保存等を位置付けるとともに、関連計画をふまえた方針となるよう、文言整理を行なっておりま

す。最後の「（５）恵まれた交通機能や立地特性を活かした広域交流・連携都市」については、大都市等に

限らず、国内外から多くの観光客が訪れる都市となるよう、記述を修正しております。全体構想について

の説明は以上です。御審議の程、宜しくお願いします。 
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○塚本会長 ありがとう御座いました。こちらも結構なボリュームですが、順番は宜しいかと思いますので、

お気付きの点が御座いましたらお願いします。こちらは、景観計画など、この間に進んだ計画との整合に

ついての修正が多いという説明でしたが。はい、どうぞ。 

○藤重委員 19ページの農地の保全と活用の所ですが、休耕地・荒廃地の真っ只中に居を構える人間として、

遊休農地の所で、「新たな農業従事者の育成支援等により」という文言が当初入っていましたが、今回その

辺が、機能維持という範囲に留められていて、積極的な遊休農地の解消という言葉が削られている様な気

がしますが、少し説明をお願いします。できれば、新規就農促進とか、そういう言葉を加えて頂ければと

思います。 

○事務局（大黒屋班長） 改訂の考え方にも示している通り、「岩国市農林業振興基本計画」が策定されまし

たので、その中身と合わせる形で修正させて頂いた所ですが、もう一度計画を確認して、検討させて頂こ

うと思います。 

○藤重委員 宜しくお願いします。 

○塚本会長 宜しいでしょうか。はい。 

○松川委員 19 ページの「公共施設の緑化」の改訂案の所で、下の部分ですが、「岩国駅周辺の中心部では、

都市の玄関口にふさわしい緑豊かな潤いある景観の形成を図ります。」という事ですが、岩国の中心市街地

と言われる所は緑が非常に少ないと良く言われますので、この文言をもうちょっと強く、これだと、駅か

ら見える所だけに緑が有れば良いようにも聞こえますので。中心市街地の広い範囲と言う事が分かる表現、

例えば、街路樹とか公園整備と言った言葉を入れるなど、もう少し膨らませた表現にして頂けたらと思い

ますが如何でしょうか。 

○事務局（大黒屋班長） 「みどりの基本計画」の中で、岩国駅を中心とした、中活エリアを緑化重点地区

として定めておりますので、それを踏まえた形で表現を変えさせていただきます。 

○松川委員 お願いします。 

○越沢委員 今の部分、私もすごく感じた所です。他都市に言ったとき、駅前に降りたら、どこも緑がいっ

ぱいです。岩国を見ると、駅の左に 1 本あって、バス停の所に何かあって、しかも他都市では緑が傘のよ

うにあって、それだけで街の空気感がすごく良いんです。だから、今の部分は十分に配慮した表現にして

頂ければという事。それから、公共施設の緑化という事で、愛宕山についてですが、最初は緑に覆われた

街づくりというイメージで計画されましたが、実際、蓋を開けてみると、急傾斜が全部。もちろん安全対

策は必要ですが、緑が無くなってきています。そういった意味で、今から、愛宕山の医療センターを中心

としたあのエリアは、街づくりとしては、緑を増やしていく計画をしていかなければ成らないと思うんで

すが。その辺の表記についてどの様に考えておられますか。 

○事務局（大黒屋班長） 「みどりの基本計画」の中では、愛宕山だけではなく、市街地周辺の里山の緑に

ついても重要であるという記述が御座いますので、それをここに入れられるかどうか、はっきり申し上げ

られませんが、そういった表現ができるか検討したいと思います。 

○塚本会長 他に御座いますか。はい、お願いします。 

○廣田委員 都市計画と言う特性上、言葉の示すエリアですが、例えば 21 ページの(2)地域資源を活かした

景観、の所ですが、改訂案の中で「岩国城下町地区(岩国・横山地区)」とするのが、６ページに帰ると、
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岩国が抜けて「城下町地区（岩国・横山地区）」と成っていますので、この辺の整合性。もう一点は、拠点

性を示す、単なる「岩国地区」と、「岩国地区（岩国・横山地区）」の二つの呼び名が有るという事で、こ

こではさすがに岩国城下町地区とは、観光拠点の城山辺りであろう、それから、もう一つの岩国地区は要

するに住商が共存した賑わいのある街を示すのであろう、という事は分かりますが、同じ「岩国地区」と

言う言葉が使われているので、一般の人が混乱しないかなという事。岩国・横山地区が、「城下町地区」と

「岩国城下町地区」で違う表記がされているという点で、小さな問題ですが御検討をお願いします。 

○塚本会長 有難う御座います。御検討頂ければと思います。宜しいですか。さて、かなり時間も長くなり

ましたのでお疲れかと思いますが、もし何かお気付きの点が御座いましたら。どうぞ。 

○植野委員 中身の問題では無いですが、次回の第 21回で、最終的な仕上げの段階に入ると思いますが、私

共がやっているのは、都市計画マスタープランの改訂と思います。これは、作ることが目的ではなくて、

実現させることが目的ですので、実現させる為には、当然ながら予算が伴って参ります。執行部に対して、

予算付けに向けて、具体的な物というか、執行部が理解しやすい様なプランにしていただきたいと思いま

すが、次回提案される内容について、より踏み込んだ形で、予算計上しやすい様なプランを作っていただ

きたい。そう思いますが、その点について、一点だけ確認させて頂けたらと思います。 

○塚本会長 有難う御座います。次回、どの様なかたちで提案されるかという事かもしれませんが、何か御

座いますか。 

○事務局（髙崎部長） なかなか難しい質問です。都市計画マスタープランも、次回は地域別の方針に入っ

て参りますが、なかなか具体的な方針に踏み込んで、都市計画マスタープランの中で記載するのは難しい

ところがあります。とは言いながら、重点プロジェクトと言った物も、前回も出していますので、そう言

う物については、実現に向けた記述、予算取と言うか、事業化に向けたマスタープランになる様な記述は

必要と考えています。まちづくりには色んなものが有りますので、それらを全て施策として取り上げるの

は難しい面もありますので、そこは御理解頂けたらと思います。 

○越沢委員 最後の 26ページ、小さい事ですが。先程、岩国・横山地区とか色々地域の表現等も有りました。

今回の計画には「みどりの基本計画」や「中山間振興基本計画」など、様々な計画との整合性を取りなが

ら作っておられるという事で、色んな部署が絡んでいると思いますが、この中で、文化財の適切な保存・

管理と言う表記がされています。このことについては、例えば、文化財の耐震化とか、そういった事も含

まれるのかなと。ちょっとお聞かせ頂けたらと思います。 

○事務局（善本課長） 基本的には文化財保護課と整合を取っていく必要がある内容とは思いますが、申し

訳ないですがそこまで確認していないので、確認したうえで、表現等の検討をさせて頂ければと思います。 

○越沢委員 文化財と言っても幅が広いので、特に建物等、公開するような物、人が出入りするような物に

ついては、文化財は大変古い物でもありますので、安全性も含めて。表記としては文化財の適切な保存管

理となっていますが、その中に耐震化とか、そう言った事も考えていく必要があるのではないかと思った

ので質問させていただきました。どういった表記ができるかという事も含めて、宜しくお願いします。 

○塚本会長 かなり御意見も出ましたが、言い残したことが御座いますでしょうか。今の時間で全部見て、

という事は非常に難しいと思いますので、この後、お気付きが有った場合には、直接事務局の方に御連絡

いただくとか、質問いただくと言った事は受け付けて頂けますか。はい、有難う御座います。という事で
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すので、今回、事前にお送りされているとは思いますが、説明を受けて読み返してみると、御意見なりお

有りと思いますので、今一度御確認いただいて、次回はすっきりとした形で説明を受けられるようになれ

ばいいかと思います。では、特にこの場で無いようでしたら、本日委員の皆様からいただいた御意見を踏

まえて、改訂作業を進めていただきたいと思います。続きまして、その他として、今後の審議の流れにつ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○事務局(善本課長) 本日は貴重な御意見をいただき、ありがとう御座いました。本日いただいた意見を元

に、全体構想の整理を行うと共に、地域別構想等の改訂を進めて参ります。次回の会議では、「第４章 地

域別構想」と、「第５章 都市計画マスタープランの実現に向けて」の素案について、お示しさせていただ

くと共に、全編を通した形で資料をお示ししたいと考えております。開催時期は、11月 20日前後を予定し

ています。日程が決まりましたら事前にお知らせさせていただきますので、御多忙の折とは存じますが、

御協力いただきますようお願いします。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。委員の皆様から、何か御質問がありますでしょうか。はい、お願い

します。 

○小澤委員 植野委員の御発言と関連しますが、やはりマスタープランとして、予算付けを目指してやって

いくという事がベストだと思います。ただ、行政の立場で申しますと、予算の縛りと言うのはどうしても

御座いますので。やはりマスタープランですから、市としてこうしたいという思いを強く書いてほしいと

私は思います。出来る出来ないも大事ですが、ある程度やりたいことを書く。その代わり余り細々と書か

れると疑心暗鬼になりますので、そこは上手にやっていただきたいと思います。以上、要望として申し上

げておきます。 

○塚本会長 ありがとう御座いました。やはり、マスタープランの位置付けを皆さんに理解していただきな

がらやっていくことが大切と思いますので、是非、その辺りを工夫しながら、進めて頂けたらと思います。

それでは、本日予定された議事は、以上です。皆様の御協力により円滑に活発な意見を出していただいた

と思います。ありがとう御座いました。それでは進行を事務局にお返しします。 

○事務局(加納主幹) 委員の皆様方におかれましては、熱心な御審議をいただき、ありがとう御座いました。 

 それでは、以上をもちまして、第 20回都市計画審議会を閉会いたします。ありがとう御座いました。 

 

[16時閉会] 
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